
0

令和８年度東京都税制調査会
第２回 小委員会

【テーマⅠ】

個人所得課税の在り方

令和８年６月30日

資料２－１



資料名 頁

「個人所得課税の在り方」に関する論点 １

個人事業税について ２

法定業種 ３

法定業種の変遷 ４

個人事業税の性質について（課税客体、課税根拠 ） 5

個人事業税の性質について（二重課税関係①） 6

個人事業税の性質について（二重課税関係②） 7

「個人所得課税の在り方」目次



論点
個人所得課税について、経済活動の多様化・複雑化が一層進展している中、

今後どう在るべきか

■ 実務面から見た所得の多様化・複雑化を踏まえた個人事業税の認識について

－ 個人の所得税確定申告書の作成手順と所得区分の判定 税理士 木南誠 氏

＜有識者ヒアリング＞

「個人所得課税の在り方」に関する論点

■ 個人事業税の課税方式の見直し

－ 職業や業種の選定等の実務的な困難性を踏まえた、課税対象事業の限定列挙廃止の必要性

－ 限定列挙廃止に伴う、公平かつ簡素な制度の在り方

＜検討項目＞
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個人事業税について

➢ 個人事業税は、法人事業税と同様に、事業そのものに課される税であり、個人がその事業活動を行う

に当たって地方団体の各種の行政サービスの提供を受けることから、これに必要な経費を分担すべき

であるという考え方に基づき課税されるもの。

➢ 個人の行う第１種事業（物品販売業、製造業等37業種）、第２種事業（畜産業、水産業及び薪炭製

造業）及び第３種事業（医業、弁護士業等30業種）に対しその事務所等が所在する都道府県が課税。

➢ 課税標準は、前年中の不動産所得及び事業所得（原則として所得税の課税標準である不動産所得及び

事業所得の計算の例により算定）。

➢ 税率は、業種別に３～５％で設定。事業主控除（290万円）等各種控除がある。
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【税収規模】＜令和６年度決算（見込）額 東京都609億円 全国2,406億円＞

注 東京都主税局HP「都税統計情報」、総務省HP 「地方税収入決算見込額」より作成

注 総務省HP 、 （財）地方財務協会 自治省府県税課編 平成7年5月発行『事業税逐条解説』23-24頁、地方税法第72条の２、同条の49の12、14、17より作成

※ 前年分の所得税の確定申告書を提出した場合などには、申告不要。



法定業種

3注１ 東京都主税局HP、総務省HP「令和６年度道府県税課税状況等に関する調」、東京都HP「令和６年度東京都税務統計年報」より作成
注２ 課税人員数は千の位を四捨五入した値。端数処理の関係で合計と内訳が一致しない場合がある

（地方税法第72条の２第３項、第８項、第９項、第10項、地方税法施行令第10条の７、第12条、第14条）

第１種
87万人

（14万人）

第２種
0.2万人

（0.0万人※）

第３種
23万人

  （6万人）

【各区分の課税人員（Ｒ６）】
（ ）は東京都分

全事業計
111万人

   （19万人）

第３種（あん摩等）

0.7万人
（0.2万人）

（※８人）



法定業種の変遷

注  （財）地方財務協会 自治省府県税課編 平成７年５月発行『事業税逐条解説』、東京都税制調査会「平成29年度第１回小委員会資料」等より作成

◼ 昭和23年地方財政委員会事務局長依命通達では、「あらゆる事業を課税の対象とするためあらたに事業税を設ける

こととした」とされているが、平成19年の改正以降、個人事業税における法定業種の見直しは行われていない
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個人事業税の性質について（課税客体、課税根拠 ）

➢ 個人事業税の課税客体

個人が行う第１種事業、第２種事業、第３種事業

生活関係が複雑であり、所得の源泉が多種多様であるため、個人の行う事業と言ってもその認定に当
たって混乱を生ずる恐れがある等の理由から、課税客体となる事業を具体的に列挙している。

➢ 個人事業税の課税根拠

事業を行うという事実に着目して事業そのものを課税客体として課する税。
事業は、道路、港湾、橋りよう、公衆衛生施設その他の都道府県の施設を利用し、又はこれらの行政

サービスを受けてその活動を行っていることから、これらの設置や行政サービスに必要な経費について
応分の負担を求めているのが事業税である。したがって、事業税は応益原則に基づく税である。

※「事業」の意義・概論

「事業」とは、広い意味における資本を基礎として利益を得る目的、継続的に行う行為の結合体（第一種事業及び第二種事業）及
び一定の資格、技能、要件に基づいて利益を得る目的で、自らの創意と責任においてその業務を処理する行為（おおむね第三種事
業が該当する）をいう。

5注（財）地方財務協会 自治省府県税課編 平成7年5月発行『事業税逐条解説』より作成



個人事業税の性質について（二重課税関係①）

個人事業税の課税標準である所得から事業主報酬部分を控除しなくても、このことから直ちに事業税の本来的な性格ないし課

税根拠に反するとまでいえないことは前述のとおりであるところ、所得税が所得そのものを課税対象とするのに対し、事業税は、

事業を課税対象とし、法人ないし個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいる事実に担税力を見出し課税するもので

あるから、事業税の課税標準としての所得は、法人ないし個人の事業活動を通じての行政サービスの受益量の指標として把握さ

れているものというべきであつて、両者の課税標準が同じ所得であるとしても、その意味を異にするのであつて、これを二重課

税ということはできないからこの点に関する原告らの主張も採用できない。

注 昭和57年５月31日東京地裁判決 昭和52（行ウ）91 事業税賦課決定処分取消請求事件より抜粋

事業税の課税標準としての所得は、法人又は個人の事業活動を通じての行政サービスの受益量の指標として把握されているも

のというべきであり、両者の課税標準が同じ所得であるとしても、その意味を異にしている。事業税の課税標準として何が適当

であるかは、財政上の理由、経済の状況、租税政策等から決定されるのであるから、現行税制上たまたま個人事業税が個人の事

業の所得に対して課せられているということをもって、二重課税であるということにはならない。

注 川村栄一「地方税法概説（平成21年５月刊行)」139-140頁より抜粋

個人の道府県民税は、道府県の区域内に住所あるいは事務所又は事業所等を有する者と道府県との応益関係に着目して道府県

の経費を分担させようとするものであり、いわば会費的性格を有する租税である。また、人の所得能力に着目してすべての所得

に課税する人税である。
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住民税
との関係

所得税
との関係

個人事業税 個人住民税（所得割） 所得税

課税主体 都道府県 都道府県
市町村

国

課税標準 事業所得
（各種控除額を除く）

総所得金額等
（各種控除額を除く）
※所得税に係る課税標準の計算の例に
よって計算

総所得金額等
（各種控除額を除く）

注 東京都HP、総務省HP、財務省HP等より作成

◼ 個人事業税は、所得税や個人住民税と同様に所得に対して課せられる税であるが、二重課税ではない
とされている



個人事業税の性質について（二重課税関係②）

○ 住民税と事業税の二重課税について（学説）

住民税と事業税を併存させつつ、一方では住所地、他方では事務所所在地に排他的に課税権を配分する地方税法の建付けは、地方団

体間の課税権の競合が生じるのを未然に防ぎ、納税者が複数地方団体で納税することや二重課税排除のための労力を費やす手間を省い

ているだけでなく、定型的な受益の性格の違いを反映した課税権の配分を行っているとみることができないか。これは、国際課税にお

ける源泉地課税・居住地課税の競合、二重課税排除措置といった枠組みとは異なる、特徴的な課税権配分のあり方だとみうる。このよ

うな課税権の配分のあり方は、複数の税が課されることによって税負担が過重にならない限度で一定の合理性を有するだろう。

注 （一財）地方財務協会『地方税（令和８年２月号）』論評 長戸貴之 住民税と事業税における「応益性」と課税権の配分に関する一試論より抜粋

○ 住民税と事業税の二重課税について
（デジタル化・グリーン化時代にふさわしい地方税制のあり方に関する調査研究会 報告で示された主な意見)

個人住民税との二重課税問題について、これから議論していく上で、そもそも二重課税があるという発想に立つのか、ないという

発想に立つのかは整理しておく必要がある。個人的には、事業税は物税かつ事業そのものに担税力を生み出すもの、住民税は人税か

つ経済力に担税力を生み出すものという点で、全く性格の異なる税という整理も可能と考えている。

注 （一財）自治総合センター「デジタル化・グリーン化時代にふさわしい地方税制のあり方に関する調査研究会報告書」（令和８年３月）より抜粋

個人事業税は、個人の行う「事業」に対し、「所得」を課税標準として、都道府県が個人に課す収益税である（地方税法72条の２第

３項、１条２項）。事業税は、「事業」を課税客体とし、事業そのものに経済価値を認め、そこに担税力を見いだし、課税するもので

ある。また、事業税の基礎にある考え方は、事業は、地方公共団体の各種の行政サービスを受益し、また各種の行政サービスの原因を

作り出しているから、住民税とは別に、それに応じた負担をすべきであるというものであるとされている。

注 令和３年１月28日大阪地裁判決（令和元年（ワ）第4467号 損害賠償等請求事件）より抜粋

○ 住民税と事業税の二重課税について（判例）
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